
平成２１年度 北陸地方整備局 第３回事業評価監視委員会 
 議事録 

 
 
１．日  時      平成２１年１１月２７日（金）  １３時３０分～１６時４５分 
 
２．場  所      北陸地方整備局  ４階  共用会議室 
 
３．出席者      委    員：玉井委員長、石黒委員、泉宮委員、古田委員、松本委員、 

丸山委員、宮島委員 
 
                北陸地整：局長、副局長、企画部長、河川部長、道路部長、営繕部長、

用地部長他 
 
４．審  議 
  （１） 道路事業の再評価 

■対応方針（原案）について 

以下の事業について審議した結果、北陸地方整備局の再評価及び対応方針（原案）

は妥当。 
○ 国道８号   入善黒部バイパス  事業継続 

○ 国道１５９号 七尾バイパス    事業継続 
■意見 

○完成４車線計画では、完成までの年数に不確定要因が多いと思われるので、 

参考として当面の整備計画（暫定２車線等）についても費用便益分析を実施
した方が事業の妥当性についても議論しやすくなるのではないか。 

 

 
（２）砂防事業の再評価 

  ■対応方針（原案）について 

以下の事業について審議した結果、北陸地方整備局の再評価及び対応方針（原案）
は妥当。 

    ○信濃川下流水系（魚野川）直轄砂防事業 事業継続 
       ○神通川水系直轄砂防事業         事業継続 
    ■意見 
    ○当面の計画についても費用便益分析を実施する方向で検討すること。 

○砂防事業の整備手順も含めて事業の妥当性を議論できるよう説明を工夫するこ
と。 

 

（３）海岸事業の再評価 
■対応方針（原案）について 
  以下の事業について審議した結果、北陸地方整備局の事後評価及び対応方針（原案）

は妥当。 
○ 下新川海岸直轄海岸保全施設整備事業  事業継続 

■意見 
○ 特になし。 
 

 
 
 



（４）河川事業の再評価 
■対応方針（原案）について 
  以下の事業について審議した結果、北陸地方整備局の事後評価及び対応方針（原案）

は妥当。 

    ○ 阿賀川直轄河川改修事業 

    ○ 阿賀野川直轄河川改修事業 

■意見 
    ○ 河川整備計画の整備前後、並びに事業の進展に応じて効果の発現がわかるよ

うに説明を工夫すること。 

 

（５）河川整備計画の報告 

     ○黒部川水系河川整備計画の報告 

        黒部川流域懇談会での審議を経て、策定した黒部川水系河川整備計画（黒部川

直轄河川改修事業）について報告。 

○常願寺川水系河川整備計画の報告 
常願寺川流域懇談会での審議を経て、策定した常願寺川水系河川整備計画（常願

寺川直轄河川改修事業）について報告。 


